
法第６条第２項（変更）

　平成２０年度届出分

346台 297台

4か所 3か所

公告日

ケーヨーデイツー
会津若松神指店

H20.5.14 H21.1.15

変更前 変更後

5 会津若松市

備　考月 市町村名 店　　舗　　名 届出日 変更事項変更日 県の意見

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、会津地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、会津若松市観光商
工部商工課）に備え置いて縦覧に供する）

H20.5.27

駐車場の自動車
の出入口の数及
び位置

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、会津地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、会津若松市観光商
工部商工課）に備え置いて縦覧に供する）

駐車場の位置及
び収容台数

意見なし
（H20.12.25)



法第６条第２項（変更）

　平成２０年度届出分

公告日変更前 変更後 備　考月 市町村名 店　　舗　　名 届出日 変更事項変更日 県の意見

8か所 7か所

201台 128台

106台 46台

荷さばき施設の
面積

174㎡ 81㎡

26㎥ 13㎥

5箇所 4箇所

来客が駐車場を
利用することがで
きる時間帯

午前8時45分～午後
11時15分

駐車場１：午前8時45
分～午後11時15分
駐車場２：午前8時45
分～午後10時

荷さばき施設にお
いて荷さばきを行
うことができる時
間帯

午前6時～午後8時30
分

午前6時～午後9時

ヨークベニマル希
望ヶ丘店

意見なし
（H21.5.1)

H21.5.23H20.9.22郡山市9 H20.10.3

駐車場の自動車
の出入口の数及
び位置

H21.2.286 相馬市
桜ヶ丘ショッピン
グセンター

H20.6.20 位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、相双地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、相馬市観産業部商
工振興課）に備え置いて縦覧に供する）

H20.7.4
意見なし
（H21.2.3)

廃棄物等の保管
施設の位置及び
容量

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、県中地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、郡山市商工観光部
商工労政課）に備え置いて縦覧に供する）

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、県中地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、郡山市商工観光部
商工労政課）に備え置いて縦覧に供する）

駐車場の自動車
の出入口の数及
び位置

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、県中地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、郡山市商工観光部
商工労政課）に備え置いて縦覧に供する）

駐輪場の位置及
び収容台数

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、県中地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、郡山市商工観光部
商工労政課）に備え置いて縦覧に供する）

駐車場の位置及
び収容台数



法第６条第２項（変更）

　平成２０年度届出分

公告日変更前 変更後 備　考月 市町村名 店　　舗　　名 届出日 変更事項変更日 県の意見

(3)
①駐輪場の位置

(4)
開店時刻及び閉
店時刻

荷さばき施設の
位置

廃棄物等の保管
施設の位置

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、県中地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、田村市産業部商工
観光課）に備え置いて縦覧に供する）

H20.12.5
意見なし
（H21.6.24)

別紙書面のとおり（「別紙図面」は省略し、そ
の書面は縦覧場所（福島県商業まちづくり
課、相双地方振興局企画商工部地域づく
り・商工労政課、南相馬市経済部商工労政
課）に備え置いて縦覧に供する）

(1)(2)
H20.11.28

(3)
H21.6.16

(4)
H20.11.28

(1)
大規模小売店舗
の名称

H21.7.2211 田村市
リオン・ドール
ガーデン船引

H20.11.21
位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、県中地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、田村市産業部商工
観光課）に備え置いて縦覧に供する）

10 南相馬市
ジャスモール
南相馬

H20.10.15

(2)
小売業を行う者の
氏名及び代表者
の氏名

②荷さばき施設
の位置

③廃棄物等の保
管施設の位置

（仮称）南相馬ショッ
ピングセンター

別紙図面のとおり（「別紙図面」は省略し、そ
の書面は縦覧場所（福島県商業まちづくり
課、相双地方振興局企画商工部地域づく
り・商工労政課、南相馬市経済部商工労政
課）に備え置いて縦覧に供する）

別紙書面のとおり（「別紙図面」は省略し、そ
の書面は縦覧場所（福島県商業まちづくり
課、相双地方振興局企画商工部地域づく
り・商工労政課、南相馬市経済部商工労政
課）に備え置いて縦覧に供する）

H20.10.28
意見なし
（H21.6.1)

ジャスモール南相馬



法第６条第２項（変更）

　平成２０年度届出分

公告日変更前 変更後 備　考月 市町村名 店　　舗　　名 届出日 変更事項変更日 県の意見

大規模小売店舗
の名称

藤越好間店
ヨークベニマル好間
店

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称並びに法
人にあっては代表

株式会社藤越
代表取締役大高善興

有限会社ベル・エイト
代表取締役柳井英明

株式会社ヨークベニ
マル
代表取締役大高善興

大規模小売店舗
内の店舗面積の
合計

1,963㎡ 1,710㎡

154台 125台

30台 62台

70㎡ 113㎡

31㎥ 12㎥

3箇所 5箇所

H21.8.6 H20.12.16
意見なし
（H21.7.27)

12 いわき市
ヨークベニマル好

間店
H20.12.5

駐車場の自動車
の出入口の数及
び位置

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、いわき地方振興局企画商工部
地域づくり・商工労政課、いわき市商工観光
部商工労政課）に備え置いて縦覧に供する）

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、いわき地方振興局企画商工部
地域づくり・商工労政課、いわき市商工観光
部商工労政課）に備え置いて縦覧に供する）

荷さばき施設の
面積

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、いわき地方振興局企画商工部
地域づくり・商工労政課、いわき市商工観光
部商工労政課）に備え置いて縦覧に供する）

駐輪場の位置及
び収容台数

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、いわき地方振興局企画商工部
地域づくり・商工労政課、いわき市商工観光
部商工労政課）に備え置いて縦覧に供する）

駐車場の位置及
び収容台数

廃棄物等の保管
施設の位置及び
容量

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、いわき地方振興局企画商工部
地域づくり・商工労政課、いわき市商工観光
部商工労政課）に備え置いて縦覧に供する）



法第６条第２項（変更）

　平成２０年度届出分

公告日変更前 変更後 備　考月 市町村名 店　　舗　　名 届出日 変更事項変更日 県の意見

大規模小売店舗
の名称

藤越浪江店
ヨークベニマル浪江
西店

大規模小売店舗
において小売業を
行う者の氏名又
は名称並びに法
人にあっては代表

株式会社藤越
代表取締役大高善興

有限会社ベル・エイト
代表取締役柳井英明

株式会社ヨークベニ
マル
代表取締役大高善興

大規模小売店舗
内の店舗面積の
合計

1,496㎡ 1,907㎡

269台 103台

107台 56台

260.23㎡ 97㎡

44.69㎥ 13㎥

3箇所 3箇所

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、相双地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、浪江町産業振興課）
に備え置いて縦覧に供する）

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、相双地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、浪江町産業振興課）
に備え置いて縦覧に供する）

駐車場の位置及
び収容台数

駐輪場の位置及
び収容台数

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、相双地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、浪江町産業振興課）
に備え置いて縦覧に供する）

荷さばき施設の
面積

駐車場の自動車
の出入口の数及
び位置

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、相双地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、浪江町産業振興課）
に備え置いて縦覧に供する）

12 浪江町
ヨークベニマル浪

江西店
H20.12.5 H21.8.6 H20.12.16

意見なし
（H218.4)

廃棄物等の保管
施設の位置及び
容量

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省
略し、その書面は縦覧場所（福島県商業ま
ちづくり課、相双地方振興局企画商工部地
域づくり・商工労政課、浪江町産業振興課）
に備え置いて縦覧に供する）



法第６条第２項（変更）

　平成２０年度届出分

公告日変更前 変更後 備　考月 市町村名 店　　舗　　名 届出日 変更事項変更日 県の意見

(1) 大規模小売店
舗を設置する者
及び大規模小売
店舗において小
売業を行う者の住
所並びに代表者

株式会社コメリ
新潟県新潟市米山四
丁目1番28号
代表取締役　捧　賢
一

株式会社コメリ
新潟県新潟市南区清
水4501番地1
代表取締役　捧　雄
一郎

(2) 大規模小売店
舗の所在地

福島県河沼郡会津坂
下町大字金上字的場
255-2外

福島県河沼郡会津坂
下町大字金上字的場
366番地外

(3) 大規模小売店
舗内の店舗面積
の合計

1,924㎡ 5,641㎡

（４）駐車場の位
置及び収容台数

80台 332台

20台 40台

53㎡ 136㎡

22㎥ 48㎥

H21.3.24 手続中

（７）廃棄物等の
保管施設の位置
及び容量

会津坂下町3

（５）駐輪場の位
置及び収容台数

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省略し、
その書面は縦覧場所（福島県商業まちづくり課、会
津地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政
課、会津若松市観光商工部商工課）に備え置いて
縦覧に供する）

（６）荷さばき施設
の位置及び面積

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省略し、
その書面は縦覧場所（福島県商業まちづくり課、会
津地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政
課、会津若松市観光商工部商工課）に備え置いて
縦覧に供する）

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省略し、
その書面は縦覧場所（福島県商業まちづくり課、会
津地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政
課、会津若松市観光商工部商工課）に備え置いて
縦覧に供する）

(1)住所：H19.4.1
(2)代表者:
H15.6.27
(2)～(11)：
H21.11.10

H21.3.9
コメリホームセン

ター
会津坂下店



法第６条第２項（変更）

　平成２０年度届出分

公告日変更前 変更後 備　考月 市町村名 店　　舗　　名 届出日 変更事項変更日 県の意見

開店時刻9：00 開店時刻7:00

閉店時刻22:00 閉店時刻22:00

(9)　来客が駐車
場を利用できる
時間帯

8:30～22:30 6:30～22:30

80台 332台

(11)　荷さばき
施設において荷
さばきができる
時間帯

9：00～16：00 6：00～16：00

手続中3 会津坂下町
コメリホームセン

ター
会津坂下店

H21.3.9

(1)住所：H19.4.1
(2)代表者:
H15.6.27
(2)～(11)：
H21.11.10

H21.3.24

位置は別紙図面のとおり（「別紙図面」は省略し、
その書面は縦覧場所（福島県商業まちづくり課、会
津地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政
課、会津若松市観光商工部商工課）に備え置いて
縦覧に供する）

（８）大規模小売
店舗において小
売業を行う者の開
店時刻及び閉店
時刻

(10)　駐車場の
自動車の出入
口数及び位置


